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教育長 課 長 主 幹 担当スタッフ 合  議 
決 

 

裁 

   

 

 

 

 

 

平成２２年第５回上富良野町教育委員会会議録  
 

 

１．平成２２年５月２８日（金）１８時３０分開会の第５回上富良野町教育委員会は、 

上富良野町社会教育総合センターに招集された。 

 

 

２．開  会   平成２２年５月２８日  １８時３０分 

 

 

３．出席委員 

            委員長    増 田 修 一 

委  員    菅 野 博 和 

            委  員    菅 原 恵久子 

            委  員  三 熊 邦 彦 

        教育長  北 川 雅 一 

 

４．欠席委員 

            

 

 

５．事務局職員 

教育振興課長          服 部 久 和 

            社会教育班主幹         水 谷 つ ね 

            学校教育班主幹（記録）  大 石 輝 男 

        学校教育アドバイザー  齋 木 光 男 

 

 

 

６．閉  会   平成２２年５月２８日  １９時 １５分 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

委 員 長 

 

 

学校教育班主幹 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

委 員 長 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 開会宣言１８時３０分 

只今から平成２２年第５回上富良野町教育委員会会議を開催いたします。 

前回の議事録承認について、大石学校教育班主幹、お願い致します。 

前回の議事録につきましてご説明申し上げます。 

前回、平成２２年４月１９日開催の平成２２年第４回教育委員会議事録についてご

報告申し上げます。報告第１号工事等の発注状況について、及び議案第１号上富良野

町教育委員会事務局処務規程の一部改正について外１０件について、ご審議をいただ

き、議案のとおり了しております。 

後ほど会議録をお回しいたしますので、署名方お願い申し上げます。 

 

はい、有難うございます。各委員の皆様におかれましては、ご報告のとおりです。

議事録を回しますので、署名方お願い申し上げます。それでは、教育行政諸般の報告、

北川教育長お願い致します。 

    

  それでは諸般の報告をさせていただきます。４月１９日開催の第４回教育委員会以

降の内容になっています。(以下、教育行政報告に基づき、説明。)以上、報告いたし

ます。 

 

 前回、第４回教育委員会以降の教育行政について教育長より報告をいただきました

が、何かご質問ございますか。 

「ありません。」の声 

 

それでは、議事にはいります。 

 日程第１報告第１号町立小中学校教職員の人事等について、上程いたします。 

 

日程第１報告第１号に入る前に、本日、事前に配付させていただきました資料につ

いて若干、不備がありましたことをお詫び申し上げます。今後、このようなことの無

い様に充分注意してまいりますので、よろしくお願いします。それでは、報告第１号

の方へ入らせていただきます。報告第１号町立小中学校教職員の人事等についてでご

ざいます。 

これにつきましては、産休によりまして休暇を取得するその産休の代替職員の人事

についての承認を報告させていただきます。 

（報告第１号を朗読説明）

ただ今、教育振興課長から日程第１報告第１号町立小中学校教職員の人事等について

承認並びに内申について、産休、産休の代替について説明いただきました。 

よろしいですか。ご異議ございませんか。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

全委員 

 

委員長 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

菅原委員 

 

 

 

教育長 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

「なし」の声 

 

日程第２議案第１号上富良野町学校管理規則の一部改正について上程いたします。

 

ただ今上程いただきました日程第２議案第１号上富良野町学校管理規則の一部改正

についてご説明申し上げます。この規則の改正につきましては、特に長い時間勤務を

命ぜられた教職員に休息の機会を与えるため、１カ月に６０時間を越える時間外勤務

を行った職員に対しまして時間外勤務手当ての支給割合の引き上げ分に替えて時間外

勤務の振替時間を指定できる制度を新設するもので、それに関係しまして、規則の改

正を行うものです。改正をしない場合は、町教育委員会が時間外勤務代休時間の指定

を行うことになる訳ですが、各学校の実状に応じまして、公務の円滑な運営に配慮し

て行うことが適当でありますことから、校長に権限を委任するものでございます。そ

れでは、議案を朗読致しまして、説明とさせていただきます。 

（議案第１号及び資料を朗読説明）

 

ただ今、教育振興課長から日程第２議案第１号上富良野町学校管理規則の一部改正

する規則についてご説明をいただきました。 

何かご質問、ご意見はございませんか。 

 

ちょっと意味が解らないんですけれども。第３３条の２を第３３条の３とする。そ

して第３３条の２の前に１条を加える。この前後がちょっと解りませんけれども、時

間外勤務、代休時間の指定は校長が行うというのは、元々あった規則ですよね。なか

ったのですか。 

なかったものです。 

 

今まで１カ月に６０時間を越える時間外を行った職員に対して改めて割増という制

度ができました。これはあくまで労働環境を良くするということで、長い時間勤務す

る人は、なるべく休んでもらうという制度です。それで新たに時間外勤務代休時間い

わゆる時間外勤務をして飛び越えた部分、例えば６０時間が上限ですが、８０時間や

ったとした場合、２０時間オーバーしますが、この２５％である５時間について休み

を取ってくださいという制度です。この５時間を取る指定を校長が行うというやり方

です。この規則を直さなければ、教育委員会が現場を解らないで行うことになります

ので、それでは支障があるので、今回、校長の方に改めてその権限を委任するという

ことになります。 

今までの３３条の２を見せてあげないから解らないと思う。新しく３３条の２に時

間外勤務代休の指定を校長が行うという新しいものがそこに加わったというもので

す。もともとあった３３条の２が３３条の３にさがるということです。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

菅原委員 

 

委 員 長 

 

菅野委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

全委員 

委員長 

全委員 

委 員 長 

わかりました。 

 

他にご質問ございませんか。 

 

話しが余談になるかもしれないが、中学校では、夜遅くまで電気がついていること

もありますよね。先生は、残業というか時間外ですか。 

 

本来は、そうです。部活動ですから、これから部活動が教科の中の一つに入ってく

るのですが、今までは違っていますので、時間外になります。道教委も週に１回ぐら

いは、子ども達も先生方も休んでくださいという指導内容が入ってきます。休日も１

日でなく、半日程度で抑えなさいということが道の通達できますので、それに準じて

学校の方もやっていかなければならない。果たして一斉にやるかやらないかそこはち

ょっと難しいところもあるんでしょうけれども。 

 

新旧対照表を添付してくれたらわかり易いと思う。議案第１号上富良野町学校管理

規則の一部改正する規則についてご承認いただけますか。 

 

「はい」の声 

 

日程第３議案第２号平成２２年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についてを

上程致します。 

 

日程第３議案第２号平成２２年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についてご説

明いたします。今回、要保護が１名、準要保護が６名の申請がありましたので、ご審

議をいただきたいと思います。 

（議案第２号及び資料を朗読説明） 

 

ただ今、教育振興課長から日程第３議案第２号平成２２年度要保護及び準要保護児

童生徒の認定について、前回以降、追加という形で要保護１名、準用保護６名につい

てご報告いただきました。ご質問、ご意見はございませんか。 

「ありません。」の声 

承認してよろしいですか。  

「はい」の声 

それでは次に、日程第４議案第 3号平成２２年度上富良野町一般会計(教育費)の補

正予算について、事務局説明願います。 

（議案第３号及び資料を朗読説明）

 

 

 



5 

 

 

発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

教育振興課長 

 

 

委 員 長 

 

 

菅野委員 

 

 

教育振興課長 

 

 

 

 

 

菅原委員 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今上程いただきました日程第４議案第 3 号平成２２年度上富良野町一般会計(教

育費)の補正予算について説明いたします。 

 

ただ今、教育振興課長から日程第４議案第 3号平成２２年度上富良野町一般会計(教

育費)の補正予算について報告いただきました。ご質問、ご意見はございませんか。 

 

ノルディックウォーキング北海道フォーラムについて、もう少し、説明をお願いしま

す。上富であるのですか。開催は、いつですか。 

 

上富で行います。９月１１日です。第１回が美瑛町、第２回が富良野市、第３回とい

うことで上富良野町での開催となります。産業振興課、保健福祉課、当課の３課で連携

して行います。始まりは、観光ということで始まっている。当課は、補助金の担当をし

ますが、実際に動きバックアップするのは、産業振興課の方になります。保健福祉課の

方は、かみんを会場にするので、会場の貸付でバックアップすることになります。 

 

美瑛は、ヘルシーマラソン、富良野はへそマラソン、上富は、ラベンダーマラソンが

ありましたよね。 

 

本来、健康づくりと観光も併せてそういう山並みを愛するということなんですけれど

も、教育分野での健康づくりということで教育委員会も関係しておりますので、一緒に

併せてやろうと受け皿として教育委員会で受けて、あとは実行委員会の方へ回すような

ことになっていくと思います。それと先程、菅原委員が言われました防球ネットについ

て急遽整備を図ろうと本来であれば当初予算ではないかというお話しも出されている

ところなんですが、上高野球部が正式にスタートいたしまして、本来は、上高グランド

で練習すべきなんですが、グランドがやはり今まで使われていなかった部分、かなり施

行上の問題があって使えないこともあって、富原球場を使わせています。そんな関係で

今回、ライナー性のものが家を直撃したが、建物ということもありある程度の補修で終

わるんですが、あくまでも安全回避のため、直撃をなくすため、フライとしてあがった

ものについては、ある程度時間もありますし、声もかけれるが、万が一そういう形にな

ってしまうと大変なことになるということで、理事者と相談しながら大きいものをとい

うことで１０ｍの高さで設置する。それ以上になると建築物になっていろいろ手続き上

難しい。それで１０ｍとした。最大限として土手のところに上げると１３ｍになる。有

る程度、ライナー性のものを回避できる。今回、１,２００万円弱ですけども計上させ

てもらった経過となっています。今後、議会において上程し、協議していくことになり

ます。 
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発 言 者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

委 員 長 

 

教 育 長 

 

委 員 長 

 

教育振興課長 

 

 

 

委 員 長 

 

菅原委員 

 

教育振興課長 

 

 

 

菅野委員 

 

教育長 

 

委 員 長 

 

 

 

全 委 員 

 

委 員 長 

 ナイター照明がありますか。 

 

ないです。ナイター照明をつけていただけるぐらい利用があればよいのですが。 

 

他にご意見ありますか。 

 

 説明が漏れておりました。歳入の関係ですが、次年度においても、この補助金がある

ことになっております。マップの作成とコース看板の設置で、同額の２０万円を受ける

予定でおります。 

 

追加説明がございました。 

 

助成金２０万円は、少ないと思います。集まる人の数にもよりますが。 

 

１回目は、助成をいただかないで実施しているようです。去年、富良野でやった時か

ら助成をいただいております。この２０万円の範囲内で実施をしております。この他に

参加者から負担金を、企業から協賛金を若干、集めて実施しています。 

 

児童生徒教育振興基金積立とありますが、これは何ですか。 

 

寄付をいただいた３万円を積立てたものです。 

 

よろしいですか。ご質問ございませんか。それでは、補正予算につきまして、歳入の

雑入で１件、歳出学校教育関係 １件、社会教育関係 ３件、平成２２年度上富良野町

一般会計の補正予算についてご承認いただけますか。 

 

「はい」の声 

 

 以上を持ちまして、本日の第５回の上富良野町教育委員会議を終了いたします。 

 有難うございました。 

 

閉会１９時１５分 
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   この会議次第は、書記の記録したものであるが、その内容の正確なことを証するため、 

ここに署名する。      

 

              委員長 

              委  員 

              委  員      

              委  員 

 

調整者 


